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○福島大学における学生等の発明等取扱要項 
平成１７年４月１日 

（目的） 

第１条 この要項は、国立大学法人福島大学（以下「本学」という。）の学生等が行った

発明等の取扱いについて規定し、その発明者としての権利を保障し、発明及び研究意欲

の向上を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要項における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。 

イ 特許権の対象となるものについては発明 

ロ 実用新案権の対象となるものについては考案 

ハ 意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては

創作 

ニ 品種登録にかかわる権利の対象となるものについては育成 

ホ ノウハウを対象とするものについては案出 

二 「職務発明等」とは、本学が費用その他の支援をして行う研究等、本学の指導教員

の下で行う研究等、本学の教員との共同研究等又は本学が管理する施設設備を利用し

て行う研究等に基づき、学生等が行った発明等をいう。 

三 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 

イ 特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権、実用新案法（昭和３４

年法律第１２３号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和３４年法律第１２５号）

に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４

３号）に規定する回路配置利用権及び種苗法（平成１０年法律第８３号）に規定す

る育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 

ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受け

る権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関

する法律第３条第１項に規定する回路配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種

苗法第３条第１項に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に

相当する権利 

ハ 著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１０号の２のプログラム著

作物及び同号の３のデータベースの著作物に係る著作権法第２１条から第２８条に

規定する著作権及び外国における上記各権利に相当する権利 

ニ イ、ロ又はハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能
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な財産的価値があるものであって、理事又は副学長のうち学長が指名した者が特に

指定する権利（ノウハウ等を指す。） 

四 「学生等」とは、大学院学生、学群・学類学生、研究生、研究員、その他で、本学

と研究成果又は開発物について契約を交わしている者をいう。 

（権利の帰属） 

第３条 本学は、職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し、これを所有する

ものとする。ただし、特別の事情があると本学が認めるときは、学生等に帰属させるこ

とができる。 

（国立大学法人福島大学職務発明等規則の準用） 

第４条 この要項に規定するもののほか、発明等の届出、帰属の決定、補償及び秘密の保

持等については、国立大学法人福島大学職員就業規則（平成１６年４月１日制定）の別

規程である国立大学法人福島大学職務発明等規則（平成１６年１１月２２日制定）第４

条から第１６条までの規定を準用する。この場合において、「職員等」とあるのは「学

生等」と、「転退職」とあるのは「在籍関係等終了後」と読み替えるものとする。 

附 則 

この要項は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、令和６年４月１日から施行する。 

 


